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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）成長基板を準備する工程と、
　（ｂ）前記成長基板上に第１密着層を形成する工程と、
　（ｃ）前記第１密着層上に第２密着層を形成する工程と、
　（ｄ）前記第２密着層表面の選択された領域に、レーザを照射することにより、前記第
２密着層のみを前記選択された領域から除去する工程と、
　（ｅ）前記第２密着層が除去された領域及び前記第２密着層上に、成長下地層を形成す
る工程と、
　（ｆ）前記成長下地層上に圧電性を有する酸化物薄膜を形成する工程と、
　（ｇ）前記酸化物薄膜層を成長させた前記成長基板と、第１の透明電極が形成された第
２の基板とを接着する工程と、
　（ｈ）前記酸化物薄膜層を前記第２密着層が除去された領域のみにおいて、前記第１密
着層と前記成長下地層との界面から剥離させ、前記第２の基板へ転写する工程と、
　（ｉ）前記転写された酸化物薄膜層を挟みこむ形で、前記第２の基板を第２の透明電極
が形成された第３の基板へ接着する工程と
を有するタッチパネル入力装置の製造方法。
【請求項２】
　前記圧電性酸化物薄膜は、ペロブスカイト結晶構造を持つ圧電体酸化物、層状ペロブス
カイト結晶構造を持つ圧電体酸化物、非鉛系ペロブスカイト型圧電体酸化物、酸化亜鉛お
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よび水晶などの単結晶圧電体薄膜のうち選択された一つの圧電体組成から成ることを特徴
とする請求項１記載のタッチパネル入力装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１密着層はＴｉＯ２、ＺｒＯ２、ＲｕＯ２、ＩｒＯ２のいずれか少なくとも一つ
から成り、
　前記第２密着層はＴｉ、Ｚｒ、Ｒｕ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉのいずれか少なくとも一
つから成り、
　前記成長下地層はＰｔ、Ｉｒ、ＳｒＲｕＯ３、ＬａＮｉＯ３のいずれか少なくとも一つ
またはそれらの積層体から成ることを特徴とする請求項１又は２記載のタッチパネル入力
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネル入力装置の製造方法に関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネルにおける入力方式として、抵抗膜方式、静電容量方式、超音波表面
弾性波方式、赤外線走査方式などが知られている。
【０００３】
　抵抗膜方式のタッチパネルは、一対の対向する基板、すなわち、入力パネル表面の可撓
性上部基板と、それに対向する下部基板とから構成されている。それぞれの基板の内側は
、透明導電膜がコーティングされており、透明導電膜同士は、所定の空隙を持って対向し
、透明導電膜同士が接触しないように配置されている。そして、下部透明電極膜を抵抗と
して電位分布を形成し、使用者が指やスタイラスで押す際に、電極同士が接触することを
利用して操作位置を検出する。抵抗膜式のタッチパネルを用いた場合、２つの透明電極層
によりパネルの透過率が低下する。また、入力時に２つの透明電極が接触してパネル上の
位置を検出するために、磨耗による損傷が起き易いとともに、透明導電膜が変形しなけれ
ばならないため耐久性の向上に問題がある。さらには、マルチタッチ検出に対応すること
が難しいという問題がある。
【０００４】
　静電容量方式のタッチパネルは、抵抗膜方式と同様に、透明導電膜がコーティングされ
た入力パネルに、指の接触による静電容量の変化により接触位置を検出する。抵抗膜方式
との違いは、透明導電膜がコーティングされた基板が１枚で済むことと、同時多点検出す
なわちマルチタッチ検出に対応できることである。静電容量方式では人間の指が接触した
ときの静電容量変化を検出するので、指以外の例えばペンやスタイラス等の入力補助器具
を使用できない。
【０００５】
　超音波弾性波方式や赤外線走査方式のタッチパネルは、透明パネル上を表面弾性波や赤
外線で走査することにより、接触位置を検出する。これらの方式では透明導電膜のコーテ
ィングは特に必要としないが、超音波や赤外線の受発信部が必要となる。超音波弾性波方
式や赤外線走査方式は構成が複雑になりやすく、また、同時多点接触には対応が困難であ
る。
【０００６】
　さらに上記のいずれの方式でも、入力の際に使用者の押した力を検出することはできな
い。単にパネル上の入力位置を検出するのみであり、押し圧を検出することができないの
で、入力を意図してタッチをしたのか誤入力なのかを識別することができない。
【０００７】
　また、使用者に入力したことを直接的にフィードバックすることができない。表示部へ
の入力確認表示や音声により入力されたことを知らせることは可能であるが、その場合、
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表示パネルを見て確認する必要があったり、レスポンスが遅かったりして、確実に入力で
きたか不安になり、結果として入力に時間がかかってしまうことがある。
【０００８】
　押し圧の検出に対しては、特許文献１において、電子ペーパに組み込む形で圧電体によ
る押し圧の強さを検出することが提案されている。また、特許文献２は、透明圧電体結晶
の両側に透明電極を配置した構成のセンサにより、押し圧の強さを検出することを提案し
ている。さらに、特許文献３および特許文献４には透明圧電ポリマーフィルムの両側に透
明電極パターンを配置して、押し圧を検出できるタッチパネルを構成することが開示され
ている。
【０００９】
　入力のフィードバックに関しては、操作するユーザの指先に触覚をフィードバックする
ようにしたタッチパネルディスプレイ装置が、特許文献５に開示されている。ユーザの指
先が接触するタッチパネルを、そのパネル面に対して垂直方向に振動させることによって
、ユーザの指先に触覚を発生させるようにしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－１６３６１９号公報
【特許文献２】特開２００４－１２５５７１号公報
【特許文献３】特開２０１０－２６９３８号公報
【特許文献４】特開２０１０－１０８４９０号公報
【特許文献５】特開２００３－２８８１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　タッチパネルは表示装置の前面に設置するので、表示装置の表示の視認性を高めるため
、透明性が高いことが求められる。特許文献３および４は圧電ポリマーであるポリフッ化
ビニリデン（ＰＶＤＦ）をシート状に加工したものでタッチパネルを構成しているため、
透明性が高く、高い精度で押し圧の強さを検出できるが、ポリマー圧電材料を使用してい
るために、押し圧の強さの検出はできるものの、触覚フィードバック用の振動を発生させ
る能力が小さい。
【００１２】
　これに対して、特許文献５では、積層圧電セラミクスからなる素子を押し圧の検出と触
覚フィードバック用の振動発生に両用するが、透明性がないため、タッチパネル表示部の
周辺非表示部に配置する必要がある。したがって、使用者のタッチ入力を直接的に検出す
ることはできず、タッチパネル部材を介しての検出となるため、パネル上の入力位置等を
検知する機構や制御回路が複雑であり、簡単に正確な位置検知ができない。
【００１３】
　また、圧電素子だけではマルチタッチ入力を検出することは難しく、パネル位置および
マルチタッチの有無は静電容量方式や抵抗膜方式に頼らざるを得ない。触覚フィードバッ
ク用に振動を発生させる機能も、タッチ入力位置に直接的にではなく、タッチパネル部材
全体での振動を利用するしかないので、入力位置のみ局所的に振動させることはできない
。さらに、マルチタッチの際の振動もタッチパネル全体の振動なので、触覚フィードバッ
クの機能としては不十分なものである。
【００１４】
　また、積層圧電アクチュエータの変形による電圧信号からパネルを押した位置を求める
場合には、ユーザがパネルを押した際に、圧電素子は押圧力に応じて変形した状態を維持
するので、この押圧力が強すぎると、セラミックス素材などを用いた積層圧電素子は脆い
材料であるために該変形により破壊するおそれがある。
【００１５】
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　本発明の目的は、透明性が高く、タッチ位置に加えてタッチ入力の押し圧の強さも検出
でき、さらにはタッチ位置にて局所的に振動を発生させて触覚フィードバックを実現でき
るタッチパネル入力装置の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の一観点によれば、タッチパネル入力装置の製造方法は、（ａ）成長基板を準備
する工程と、（ｂ）前記成長基板上に第１密着層を形成する工程と、（ｃ）前記第１密着
層上に第２密着層を形成する工程と、（ｄ）前記第２密着層表面の選択された領域に、レ
ーザを照射することにより、前記第２密着層のみを前記選択された領域から除去する工程
と、（ｅ）前記第２密着層が除去された領域及び前記第２密着層上に、成長下地層を形成
する工程と、（ｆ）前記成長下地層上に圧電性を有する酸化物薄膜を形成する工程と、（
ｇ）前記酸化物薄膜層を成長させた前記成長基板と、第１の透明電極が形成された第２の
基板とを接着する工程と、（ｈ）前記酸化物薄膜層を前記第２密着層が除去された領域の
みにおいて、前記第１密着層と前記成長下地層との界面から剥離させ、前記第２の基板へ
転写する工程と、（ｉ）前記転写された酸化物薄膜層を挟みこむ形で、前記第２の基板を
第２の透明電極が形成された第３の基板へ接着する工程とを有する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、透明性が高く、タッチ位置に加えてタッチ入力の押し圧の強さも検出
でき、さらにはタッチ位置にて局所的に振動を発生させて触覚フィードバックを実現でき
るタッチパネル入力装置の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】圧電ＰＺＴ薄膜パターンから構成されるタッチパネル入力部１０の概略平面図で
ある。
【図２】各ＰＺＴ薄膜パターン３に対する透明電極配置を示す概略断面図である。
【図３】本発明の実施例によるタッチパネル入力部１０を組み込んだタッチパネル１００
の構成を表す概略断面図である。
【図４】使用者がタッチ入力した時の押し圧変化とＰＺＴ膜パターン３の圧電応答を示す
グラフである。
【図５】触覚フィードバックのための局所的な振動発生制御を説明するためのグラフであ
る。
【図６】本発明の実施例によるタッチパネル入力部１０の製造方法を説明するための概略
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　チタン酸ジルコン酸鉛（ＰＺＴ）に代表される鉛系ペロブスカイト酸化物は、高い圧電
性を示す材料として知られている。圧電ポリマーの代表例であるポリフッ化ビニリデン（
ＰＶＤＦ）と比較すると、ＰＺＴでは電気・機械変換の性能指標である圧電定数ｄ３１＝
１１０ｐｍ／Ｖ、電気機械結合係数ｋ＝０．６～０．８であるのに対して、ＰＶＤＦでは
ｄ３１＝２０ｐｍ／Ｖ、ｋ＝０．１と低い。したがって、アクチュエータとしての応用に
ついては、圧電ポリマーよりも鉛系ペロブスカイト酸化物のほうが格段に有利であること
がわかる。しかしながら、同酸化物は従来バルクセラミックスとしての応用が主体であり
、シート形状や透明性を要求される応用はあまり検討されてこなかった。
【００２４】
　近年、溶液塗布法、スパッタ法およびイオンプレーティング法によりバルクセラミック
スと同等の圧電性能を持った薄膜が形成できるようになってきた。１０～５０μｍ程度の
膜厚では、ＰＺＴでも可視光領域で８０％以上の、チタン酸ジルコン酸ランタン鉛（ＰＬ
ＺＴ）では９０％以上の透過率を示す。ただし、ＰＺＴやＰＬＺＴ等のペロブスカイト酸
化物の薄膜成長温度は５００℃以上と高く、耐熱性のある基板上にしか成長できない。
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【００２５】
　ペロブスカイト酸化物を成長させるための基板材料としては、シリコンウエハが最も一
般的であり、この他、ステンレス、酸化マグネシウム単結晶、石英などが用いられている
。したがって、タッチパネルに使用されるガラス上には直接成長させることができない。
そのため、タッチパネルの表示領域上に配置する圧電材料としては圧電性能の低いＰＶＤ
Ｆ系ポリマーを選択するしかなかった。
【００２６】
　そこで、本発明者は、高い圧電性を有するＰＺＴ等のペロブスカイト酸化物薄膜を成長
基板上に形成し、所望のパターンとしてタッチパネルガラス上に剥離転写することにより
、透明性が高く、しかも圧電性能が高い圧電薄膜アレイを基本構造とする、新規のタッチ
パネル入力部を製造することとした。
【００２７】
　強誘電体キャパシタ等において、ＰＺＴ膜の下部電極構造および基板との密着層につい
ては多くの研究開発事例が報告されている。その中でも密着層としてＴｉをＰｔ下部電極
の下に形成することが最も一般的である。Ｓｉ基板表面のシリコン熱酸化膜（ＳｉＯ２）
との界面に酸化物（ＴｉＯｘ）を形成するとともに、Ｐｔ電極層に固相拡散してその一部
がＰｔ表面に露出し、ＰＺＴ成膜時の初期核の形成や密着性に寄与するからである。一方
、Ｔｉの酸化物であるＴｉＯ２をＰｔ下部電極の下に形成する例も多い。上記２つの構造
の優れた点をあわせたＰｔ／Ｔｉ／ＴｉＯ２という３層構造からなる下部電極構造が提案
されている。
【００２８】
　本発明の実施例では、このＰｔ／Ｔｉ／ＴｉＯ２という３層下部電極構造の中間Ｔｉ層
をレーザ照射によるアブレーションで部分的に除去し、その後Ｐｔ電極層をその上に成膜
することにより、ＰＺＴ成膜前に潜像として剥離転写パターンを形成する。ＰＺＴ成膜時
の基板最表面は全面Ｐｔ電極で覆われているため、ペロブスカイト結晶構造をもったＰＺ
Ｔ膜の成長には何ら影響を与えることなく、潜像として形成したＴｉ密着層のパターンに
よりＰＺＴ膜と下部電極との密着性について、パターン形成することができる。パターン
処理部は未処理部に対して、下地との密着力が低下しているので、超音波処理、ヒートシ
ョック等の処理を施すことによって、パターン処理部がＰｔ／ＴｉＯ２界面できれいに選
択的に剥離する。すなわちセルフリフトオフ効果によって効率的にＰＺＴ薄膜パターンア
レイの剥離・転写を実現できる。ただし、Ｐｔは透明ではないので、後に除去する必要が
ある。
【００２９】
　ＰＺＴ薄膜パターンを剥離させる前にタッチパネルのタッチ面を構成する保護フィルム
シートを接着させておくことにより、ＰＺＴ膜のみを同フィルムシートに剥離転写するこ
とができる。ＰＺＴ膜のパターンアレイが転写されたフィルムシートをタッチパネルガラ
ス基板に接着させれば、圧電性のＰＺＴ膜のパターンが全面に分散配置されたタッチパネ
ル入力部を形成することができる。なお、各ＰＺＴ膜パターンの電気的な接続は、予め保
護フィルムおよびタッチパネルガラス上に形成しておいた透明電極パターンによって行う
。
【００３０】
　図１は、圧電ＰＺＴ薄膜パターンから構成されるタッチパネル入力部１０の概略平面図
である。なお、最上層の透明保護フィルムシート１（図２）を省略した状態を示す。図２
は、各ＰＺＴ薄膜パターン３に対する透明電極配置を示す概略断面図である。
【００３１】
　最下層のタッチパネルガラス５上の表示エリア６内に複数行（ｎ行）複数列（ｍ列）に
渡ってＰＺＴ薄膜パターン３が形成される。各ＰＺＴ薄膜パターン３は、人間の指先の大
きさを考慮して数ｍｍ角サイズとする。本実施例では、例えば、横５ｍｍ×縦３ｍｍのパ
ターンとしている。なお、ＰＺＴ薄膜パターン３の厚みは、圧電出力と透明性とのバラン
スを考慮して１０～５０μｍ程度が好ましい。
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【００３２】
　タッチパネルのタッチ面を構成する透明保護フィルムシート１上には、ＰＺＴ薄膜パタ
ーン３の行に対応して複数行のｘ方向透明電極２（ｘ１～ｘｍ）を形成する。また、タッ
チパネルガラス５上には、ＰＺＴ薄膜パターン３の列に対応して複数列のｙ方向透明電極
４（ｙ１～ｙｍ）を形成する。ｘ方向透明電極２とｙ方向透明電極４とでＰＺＴ薄膜パタ
ーン３を挟むように、透明保護フィルムシート１とタッチパネルガラス５を重ねあわせて
、タッチパネル入力部１０を構成する。なお、本実施例ではタッチ検出用と振動駆動用の
電極配線をｘ方向透明電極２とｙ方向透明電極４とで兼用する。
【００３３】
　ｘ方向透明電極２とｙ方向透明電極４とは、制御回路（検出・駆動回路）７に電気的に
接続されている。制御回路７は、図４及び図５を参照して後述するようにＰＺＴ膜パター
ン３からの圧電応答にしたがいタッチ位置及び押し圧を検出し、当該タッチを検出したＰ
ＺＴ膜パターン３に対して駆動信号を供給することにより、ＰＺＴ膜パターン３を駆動し
、触覚フィードバックのための局所的な振動を起こす。
【００３４】
　図３は、本発明の実施例によるタッチパネル入力部１０を組み込んだタッチパネル１０
０の構成を表す概略断面図である。液晶表示装置（ＬＣＤ）等の表示部１３の上に、触覚
フィードバックのための振動が伝わらないように、空間１４を保って、ゴムやゲルのよう
なダンパー１１を介して、機器筐体１２内に図１及び図２に示すタッチパネル入力部１０
を表示部１３と平行に配置する。空間１４の厚さは例えば、０．５ｍｍ程度であり、タッ
チパネル入力部１０の厚さは、例えば、０．５～０．７ｍｍ程度である。
【００３５】
　ＰＺＴ薄膜パターン３を用いることにより、透明性が高く、タッチ入力位置だけでなく
タッチ押し圧強度も検出できる。さらに、ＰＺＴ薄膜パターン３を全面に連続して１つ設
けるのではなく、複数行複数列にわたって多数設けることにより、入力位置のみ局所的に
圧電振動させ、使用者へ触覚フィードバックを与えることが可能となる。
【００３６】
　ＰＺＴ圧電薄膜パターン３を用いたタッチパネル検出原理および局所的な振動による触
覚フィードバックの仕組みについて以下に説明する。
【００３７】
　図４は、使用者がタッチ入力した時の押し圧変化とＰＺＴ膜パターン３の圧電応答を示
すグラフである。
【００３８】
　使用者がタッチ入力した時のグラフ上段に示す押し圧の強さにほぼ比例して、ＰＺＴ膜
パターン３からグラフ下段に示す圧電応答が出力される。タッチパネル入力部１０の表示
領域６上のどの位置のＰＺＴ膜パターン３が押されたかの検出は、一般的な単純マトリク
ス配線の信号読取りで行う。すなわち。Ｘ方向およびＹ方向の走査線（透明電極）２及び
４を数ｋＨｚの速度でスキャンして、電圧出力の有無を測定する。Ｘ方向の制御回路７（
図２）における走査線ナンバー（ｘ１～ｘｍ）とＹ方向の制御回路７における走査線ナン
バー（ｙ１～ｙｍ）の判別により（Ｘ、Ｙ）座標としてタッチ入力位置が決定される。
【００３９】
　マルチタッチの場合でも走査線のスキャン速度が人間の指の動きに対してはるかに速い
ので、電圧検出信号を制御回路７で処理することにより、マルチの入力位置を識別できる
。抵抗膜方式および静電容量方式とは異なり、圧電薄膜からの電圧出力は押し圧にほぼ比
例することから、入力位置ごとに、電圧の出力レベルによって押し圧の強さも検出できる
。
【００４０】
　図５は、触覚フィードバックのための局所的な振動発生制御を説明するためのグラフで
ある。グラフ上段は、使用者がタッチ入力した時の押し圧を示す。
【００４１】
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　タッチパネル入力部１０の構造を簡単にするために、本実施例ではタッチ検出用と振動
駆動用の電極配線を兼用する構成とした。そのため、制御回路７（図２）は、グラフ中段
に示すように、タッチ検出用のスキャン周波数を高く設定して短時間でＰＺＴ薄膜パター
ン３からの電圧を測定し、グラフ下段に示すように、その後すぐのタイミングで振動駆動
信号をタッチを検出したＰＺＴ薄膜パターン３に供給している。
【００４２】
　つまり、タッチ入力の単位スキャンフレームを検出時間と駆動時間とに分割することに
より、両信号のクロストークを防止している。圧電体の応答速度は人間が振動を感じる時
間よりもかなり速いので、タッチ入力してすぐに位置と押し圧強度を検出し、その後、人
間の指がまだパネルに接触している間にタッチ位置のＰＺＴ薄膜パターン３を駆動して局
所的な振動を発生させることは十分に可能である。
【００４３】
　各ＰＺＴ薄膜パターン３は平面サイズ（例えば、５ｍｍ×３ｍｍ）に比べて厚み（例え
ば、１０～５０μｍ）が薄いので、パネル面に垂直な膜厚方向よりもパネル面に平行な平
面に沿って振動するため、駆動力の小さな薄膜小片のアクチュエータによっても可動パネ
ルユニットの局所範囲を振動させることができる。ただしこの振動はパネル全体を大きく
振動させるものではないので、マルチタッチ入力時でも、指ごとに異なる振動をフィード
バックすることが可能である。このため、従来のタッチパネルでは難しかったバーチャル
キーボードの個別キーごとのクリック感を提供することも可能である。
【００４４】
　なお、上記実施例においては複数行複数列のパターンを設けたが、これに限らず、各領
域の配置やサイズに規則を設ける必要はない。上下の少なくとも一方が複数の電極を有し
、上下の電極が異なる組み合わせで重なる複数の領域を形成し、各領域において独立して
いる圧電体が上下の電極に挟まれている圧電体素子ならばよい。各領域に圧電体が独立し
て存在しているため、互いに影響を与えずに制御が可能となる。例えば、電極の重なる領
域をバーチャルキーボードの個別キーに対応させて配置やサイズを決めてもよい。ただし
、表示画面にあわせ、さまざまな用途に対応可能という点では、上記実施例のような複数
行複数列の配置が好ましい。位置検出及び振動駆動が上下の電極の組み合わせで行われる
ことはどのような場合でも同様である。
【００４５】
　図６は、本発明の実施例によるタッチパネル入力部１０の製造方法を説明するための概
略断面図である。
【００４６】
　本実施例では、厚み６５０μｍの６インチシリコン（Ｓｉ）ウエハをＰＺＴ膜の成長基
板２１として用いた。本発明では基板２１の具体的種類に制限はないが、Ｓｉウエハおよ
びＳＯＩウエハのいずれかを用いることが好ましい。
【００４７】
　図６（Ａ）に示すように、まずＳｉウエハ２１の表面に電気炉加熱で膜厚０．５μｍの
熱酸化膜２２を形成した後、その上に、マグネトロンスパッタ装置にて、成膜圧力０．４
Ｐａ、基板加熱温度３００℃、ＲＦパワー５００ＷでＴｉＯ２をスパッタし、膜厚０．１
μｍの酸化チタン（ＴｉＯ２）薄膜（第１密着層）２３を形成する。なお、第１密着層２
３としては、ＴｉＯ２以外にも、ＺｒＯ２、ＲｕＯ２、ＩｒＯ２を用いることができる。
【００４８】
　ＴｉＯ２薄膜２３を形成後、引き続き、同装置によってＴｉをＤＣパワー1ＫＷでスパ
ッタし、膜厚０．０２μｍのＴｉ薄膜（第２密着層）２４を形成する。その後、図６（Ｂ
）に示すように、Ｔｉ薄膜２４の一部の領域にのみ、集光した高出力のレーザビームを照
射する。するとレーザ照射された領域のＴｉ薄膜２４がアブレーション効果によって蒸発
・消失する。その結果、図６（Ｃ）に示すように、ＴｉＯ２薄膜２３上にＴｉ薄膜２４の
パターンが形成される。例えば、Ｔｉ薄膜２４形成済みの基板２１のＴｉ表面に３００ｍ
Ｊ・ｃｍ２のエネルギーを有する矩形状のエキシマレーザ（２４８ｎｍ）を一領域の大き
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さ５ｍｍ×３ｍｍ角でステップ＆リピート方式で照射し、その領域のＴｉ薄膜２４をアブ
レーションによって蒸発・消去する。なお、この時の一領域の大きさが後の各ＰＺＴ薄膜
パターン３の大きさとなる。照射領域の位置合せは基板２１の外形（オリエンテーション
フラット部、ノッチ等）を基準にＸ－Ｙステージで同基板２１を移動させて実施する。な
お、領域間のスペースは０．２ｍｍとする。
【００４９】
　本実施例で使用するレーザとしては、エキシマレーザ（ＸｅＦ：３５１ｎｍ、ＸｅＣｌ
：３０８ｎｍ，ＫｒＦ：２４８ｎｍ，ＫｒＣｌ：２２２ｎｍ，ＡｒＦ：１９３ｎｍ等）お
よびＮｄ：ＹＡＧレーザの３倍高調波（３５５ｎｍ）、４倍高調波（２６６ｎｍ）であっ
て、光出力が数１００ｍＪ／ｃｍ２と高出力のものが必要となる。
【００５０】
　また、使用されるレーザビームの形状と大きさは、素子デザインに対応して円形、矩形
、線形などのさまざまなビームプロファイルに変更可能であることが好ましい。一般的に
、ビームサイズが大きい場合にはエキシマレーザが、小さい場合にはＮｄ：ＹＡＧレーザ
が適しているが、集光光学系によってビームプロファイルを変更可能であるので、上記２
種のレーザのどちらを用いても本質的に差はない。
【００５１】
　なお、第２密着層２４としては、Ｔｉ以外にも、Ｚｒ、Ｒｕ、Ｉｒ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉ
等を用いることができる。
【００５２】
　次に、基板２１を洗浄して、図６（Ｄ）に示すように、成長下地層として白金（Ｐｔ）
薄膜２５をマグネトロンスパッタ法により形成する。Ｔｉ薄膜２４のパターンは潜像とな
り、最表面にはＰｔ薄膜２５が基板２１上全面を覆う形となる。具体的には、マグネトロ
ンスパッタ装置にて、ＰｔをＤＣパワー５００Ｗでスパッタし、膜厚０．１５μｍのＰｔ
薄膜２５を形成する。成膜条件は、例えば、圧力０．４Ｐａ、基板加熱温度３００℃とす
る。なお、成長下地層２５としては、Ｐｔ以外にも、Ｉｒ、ＳｒＲｕＯ３、ＬａＮｉＯ３

又はそれらの積層体を用いることができる。
【００５３】
　その後、図６（Ｅ）に示すように、反応性アーク放電イオンプレーティング（ＡＤＲＩ
Ｐ）法（特開２００１－２３４３３１号公報、特開２００２－１７７７６５号公報、およ
び特開２００３－８１６９４号公報を参照）によってＰｂ（ＺｒｘＴｉ１－ｘ）Ｏ３（ｘ
＝０．５）のＰＺＴ薄膜３ａを成長させる。この成膜時にはＰｔ薄膜２５が基板２１全面
に渡って露出しているため、結晶性の良いＰＺＴ薄膜３ａが成長する。例えば、成膜時の
圧力は０．１Ｐａ、基板温度は５５０℃で、ＰＺＴ膜３ａの膜厚は３～２０μｍとする。
【００５４】
　次に、図６（Ｆ）に示すように、ＰＺＴ薄膜３ａを成長させた基板（ＰＺＴ薄膜成長基
板）２１を、透明電極パターン２が形成された保護フィルムシート１に接着する。保護フ
ィルムシート１は、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等からなる。ここで
は、ＰＺＴ薄膜成長基板２１をプラズマ洗浄によって表面を活性化した後に、同様にプラ
ズマ洗浄によって表面を活性化された透明電極付き保護フィルムシート１に接着する（表
面活性化接合）。なお、保護フィルムシート１は予めガラス（又は樹脂）基板（図示しな
い）に仮接着されて支持されている。
【００５５】
　その後、基板２１ごとＰＺＴ薄膜３ａを含む薄膜層に超音波処理またはヒートショック
処理を施す。例えば、基板２１ごとイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）溶液の入った容器
の中に浸し、その容器ごと超音波洗浄槽にいれて１ｋＷの超音波処理を５分間実施すると
、密着層であるＴｉ薄膜２４が除去された領域（レーザ照射によってＴｉ薄膜２４を除去
した部分）において、Ｐｔ／ＴｉＯ２界面からＰｔ薄膜２５ごとＰＺＴ薄膜３ａが剥離し
、図６（Ｇ）に示すように、保護フィルムシート１上にＰＺＴ薄膜３ａのセルフリフトオ
フによる剥離転写パターンが形成される。
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【００５６】
　続いて、図６（Ｈ）に示すように、ＰＺＴ薄膜パターン３上のＰｔ薄膜２５をドライエ
ッチングで除去して、透明な圧電ＰＺＴ薄膜パターン３が保護フィルムシート１の透明電
極パターン２上に形成される。
【００５７】
　最後に図６（Ｉ）に示すように、ＰＺＴ薄膜パターン３が形成された保護フィルムシー
ト１を透明電極パターン４が形成されたタッチパネルガラス基板５に接着し、仮接着して
いた支持基板（図示せず）を剥離する。ここでは、ＰＺＴ薄膜パターン３が形成された保
護フィルムシート１をプラズマ洗浄によって表面を活性化した後に、同様にプラズマ洗浄
によって表面を活性化された透明電極パターン４が形成されたタッチパネルガラス基板５
に接着する（表面活性化接合）。これを、表示ディスプレイのサイズにカットして制御回
路７（図２）とフレキシブルテープ等を介して電気的に接続し、タッチパネル入力部１０
が完成する。なお、成長に使用したシリコンウエハ２１は残存する薄膜層をエッチング除
去し、最表面のみ研磨加工することにより、ＰＺＴ薄膜の成長基板として繰り返し利用可
能であるので、ランニングコストが非常に安い。
【００５８】
　以上、本発明の実施例によれば、圧電アクチュエータとしての能力が高い鉛系ペロブス
カイト型酸化物（例えば、ＰＺＴ、ＰＬＺＴ等）の薄膜（膜厚：数１０μｍ）を連続した
１枚のシートではなく、数ｍｍ角のパターンの集合体としてタッチパネル部材に貼り付け
て透明電極パターンを形成する。したがって、表示ディスプレイの表示領域上に配置でき
るほど透明性が高く、かつ、使用者のタッチ入力位置および押し圧の強さを検出すること
ができ、さらに、入力位置に限定された振動によって操作感、クリック感を使用者へ伝え
る触覚フィードバック機能を持った優れたタッチパネル入力装置を提供することが可能で
ある。
【００５９】
　また、本発明の実施例によれば、パネル面に接触しているユーザの指先に触覚を発生さ
せるために、可動パネルユニットを、局所的に、そのパネル面に垂直な方向にではなく、
そのパネル面に平行な平面に沿って振動させるようにしたため、駆動力の小さな薄膜小片
のアクチュエータによっても可動パネルユニットの局所範囲を振動させることができ、そ
のパネル面で空気を振動させることもない。そのため、操作する使用者の指先に触覚を発
生させるようにしたタッチパネルディスプレイ装置を、小型化、薄型化、及び軽量化が容
易で、消費電力が少なく、また静音化の容易なものとすることができる。
【００６０】
　なお、上述の実施例では、シリコンウェハをＰＺＴ膜の成長基板２１として用いたが、
ステンレス板を用いることも可能である。例えば、厚み０．３ｍｍ、大きさが３５０ｍｍ
×２５０ｍｍ角のステンレス板上に、上述の実施例と同様の手法（ただし、熱酸化膜形成
工程を除く）でＴｉ薄膜２４の潜像パターンおよびＰＺＴ膜の成長を実施することが可能
である。ステンレス板の場合、ＰＺＴ成膜の熱履歴の影響で繰り返し利用は難しいが、シ
リコンウエハに比べて圧倒的に価格が安いので、産業応用上特に問題になることはない。
【００６１】
　また、上述の実施例では、超音波処理によりＰｔ薄膜２５の剥離を行ったが、ヒートシ
ョックサイクルにより剥離を行うこともできる。この場合、例えば、１５０℃環境から－
４０℃環境へのヒートショックサイクルを数回繰り返すことで、Ｐｔ薄膜２５を剥離する
ことができる。
【００６２】
　なお、ＰＺＴ薄膜パターン３の周囲をシリコーン系の透明樹脂等で埋めるようにしても
よい。
【００６３】
　以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。
例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
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【符号の説明】
【００６４】
１　透明保護フィルムシート
２　ｘ方向透明電極
３　ＰＺＴ薄膜パターン
４　ｙ方向透明電極
５　タッチパネルガラス
６　表示エリア
７　制御回路
１０　タッチパネル入力部
１１　ダンパー
１２　機器筐体
１３　表示部
１４　空間
２１　成長基板
２２　熱酸化膜
２３　ＴｉＯ２薄膜
２４　Ｔｉ薄膜
２５　Ｐｔ薄膜
１００　タッチパネル

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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